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令和５年度（第６２回）農林水産祭 

 第３４回「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」  

 【継続的な収益と 150 年後に高資産価値林を生み出す持続的経営林づくり】 

 

      ―業績発表及びディスカッションの内容― 
開 催 日 時  令和５年６月２２日（木）１３時３０分～１６時００分 
場    所  東京都中央区 紙パルプ会館フェニックスホール  
主    催  農林水産省 ・ 公益財団法人 日本農林漁業振興会 

 

令和５年９月 

公益財団法人 日本農林漁業振興会         

  
 



発 行 に あ た っ て 

 

農林水産祭事業は、農林水産祭参加表彰行事において農林水産大臣賞を受賞された方の中か

ら特に優秀な農林水産業者を選び、その業績を顕彰し、業績内容について広く普及を図ること

を目的の一つとしています。 

このシンポジウムは、農林水産祭事業の一環として、去る令和５年６月２２日（木）東京都

中央区の紙パルプ会館フェニックスホールにおいて『継続的な収益と150年後に高資産価値林

を生み出す持続的経営林づくり』をテーマに、平成４年度農林水産祭林産部門の天皇杯受賞者

である渡邊定元氏の業績を取り上げて、７０名を超える参加の下、開催しました。（オンライ

ンでの配信も併せて行い約８０名の方にご視聴頂きました。） 

このシンポジウムでは、農林水産省大臣官房政策課の秋葉一彦政策情報分析官の主催者挨拶

の後、まず、農林水産祭中央審査委員会林産分科会の鮫島正浩主査からの選賞審査報告と渡邊

定元氏からの業績発表が行われ、その後、鮫島主査をコーディネーターとして、業績発表者に

コメンテーターの中央審査委員会林産分科会の葛城奈海委員、同田中浩委員、大阪自然史博物

館外来研究員の大住克博氏、静岡県経済産業部森林・林業局林業振興課の橘川渉課長代理の４

名を加えて、意見交換（ディスカッション）が行われました。 

本書は、「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」の業績発表、意見交換（ディスカッショ

ン）等の内容を一冊に取りまとめたものであり、これらの内容が普及し活用されて、今後の我

が国農林水産業の振興発展に寄与することを願うものです。 

最後に、今回開催にあたり、多大なるご支援とご協力をいただきました関係各位に対し、深

甚なる謝意を表する次第です。 

 

令和５年９月  

     公益財団法人 日本農林漁業振興会 
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令和５年度（第６２回）農林水産祭 

「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」（トップリーダー発表会） 

【継続的な収益と 150 年後に高資産価値林を生み出す持続的経営林づくり】 

 

 
 
 
 

（敬称略） 
１ 開   会（13：30） 

公益財団法人 日本農林漁業振興会 常務理事       小栗 邦夫 
   

２ 挨 拶   農林水産省大臣官房政策課技術政策室       秋葉 一彦 

             政策情報分析官    

                                             

 ３ 選賞審査報告 農林水産祭中央審査委員会林産分科会主査     鮫島  正浩 

（信州大学特任教授） 

 

４ 業績発表   令和４年度林産部門天皇杯受賞者 

              株式会社白糸植物園 代表取締役         渡邊 定元 

                  

休  憩（14：30～14：40） 
 

５ ディスカッション (14:40) 
 （登壇者） 
  ・コーディネーター  

鮫島 正浩（３に同じ ） 
      ・業績発表者 
     渡邊 定元（４に同じ） 
   ・コメンテーター 

   農林水産祭中央審査委員会林産分科会委員           葛城 奈海 

（ジャーナリスト） 

農林水産祭中央審査委員会林産分科会委員            田中  浩 

   （（公財）国際緑化推進センター技術顧問） 

 

   大阪市立自然史博物館外来研究員（鳥取大学名誉教授）     大住 克博 

 

静岡県経済産業部森林・林業局林業振興課課長代理           橘川  渉 

    
（内容）                         
・意見交換、質疑応答 

   ・総括 
    
                                                          
６ 閉  会(16：00)  

《スケジュール》 

１１３３：：３３００～～１１６６::００００  
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 第34回「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」出席者
                                 R5.6.22（敬称略）

区  分 氏 名 所 属 ・ 職 名 等

業績発表者 渡邊 定元
令和４年農林水産祭林産部門天皇杯受賞者
株式会社白糸植物園 代表取締役

コーディネーター
及び選賞審査報告

鮫島 正浩
農林水産祭中央審査委員会林産分科会主査
（信州大学特任教授）

コメンテーター 葛城 奈海
農林水産祭中央審査委員会林産分科会委員
（ジャーナリスト）

コメンテーター 田中 浩
農林水産祭中央審査委員会林産分科会委員
（（公財）国際緑化推進センター技術顧問）

コメンテーター 大住 克博
大阪市立自然史博物館外来研究員
（鳥取大学名誉教授）

コメンテーター 橘川 渉
静岡県経済産業部森林・林業局林業振興課
課⻑代理

挨   拶 秋葉 一彦 農林水産省大臣官房政策課政策情報分析官

司会・進行 小栗 邦夫 （公財）日本農林漁業振興会  常務理事
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林産部門 
 

出品財 経営（林業経営） 

 

渡邊 定元 

 

静岡県富士宮市 

             

   

 

 
１ 地域の概要 

富士宮市は、富士山の南西麓の火山性地質の緩やかな傾斜地と富士川流域の構造山地の 

急峻地にあって、温暖で湿潤な気候に恵まれている。施業地の集約化と路網整備と合わせた 

車両系の作業システムの展開により現在県内でも有数の林業地となっている。 

  

２ 受賞者の取組の経過と経営の現況 

農林水産省職員、東京大学教授等を経て、林業経営体である株式会社白糸植物園を設立 

し、平成６年から現在までの 28 年間、それまでの自身の研究成果を活かした林業に従事し 

てきた。小規模所有の森林を中心に集約化を行い、将来木候補の成長の妨げとなる準優占 

木を間伐対象とした中層間伐を繰り返すことで継続的に収益を得つつ 150 年後には優良木 

100 本／ha の高収益林を造成することを目標とした「持続的経営林づくり」を進めてきた。 

令和３年度時点で、富士山南麓域 1,000ha 余の森林所有者と森林経営受託契約を結び、森 

林経営計画を作成して持続的経営林づくりを実施しており、これまでに数千万円の間伐収 

益を所有者に還元してきた。 

 

３ 受賞財の特色               

（１）持続的経営林の造成 

高い資産価値を持つ持続的経営林を造成するため、中層間伐とそれによる同齢択伐林 

施業が実施されている。また、大型フォワーダ走行を可能とした幹線作業道をはじめ、 

強度の降雨に耐えうる防災水源涵養路網を整備し、生産性の高い作業システムを構築し 

ている。 

（２）自然環境、労働環境に配慮した取組 

持続的経営林は、成長量を持続させた高齢級の森林造成のため、炭素の吸収能力維持 

と炭素貯蔵を両立させ、大気中の CO2 濃度の低減に寄与するものである。また、防災水 

源涵養機能を有する路網の高密度な整備により林地への車両系機械の侵入を最小限とし 

て林地保全を図るとともに、伐採・造材作業機械の導入が容易となり作業者の労働負荷 

を軽減している。 

   

４ 普及性と今後の発展方向 

静岡県で展開された「富士森林再生プロジェクト」において持続的経営林づくり等につ 

いての提案、指導を行うほか、NPO 法人「富士山自然の森づくり」の技術指導を通じて地域 

ボランティア活動の活性化に大きく貢献してきた。今後、森林経営計画の対象林を 1,400ha 

以上に拡大し、地域に持続的経営林を普及し、森林所有者の継続的な収益を確保しながら、 

林齢 150 年生の森林で 1,000 万円／ha の資産価値を持つ森林の造成を目標としている。 

天皇杯受賞者の業績 
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  定刻になりましたので、只今から「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」を開催いた

します。 

私は、農林水産祭の事務局を務めております日本農林漁業振興会、常務理事の小栗でご

ざいます。皆様にはご多忙中のところ、午後から雨が予想される中、ご参加いただきまし

て誠にありがとうございます。また、本日はオンラインでも、一方通行ではございますが、

ご視聴いただけるように設定しております。慣れない設営でございますが、よろしくお願

いいたします。 

 本日のシンポジウムは、農林水産祭で表彰されました優秀事例の成果を関係者の皆様に

広くお伝えすることにより、今後の農林水産業の発展の一助になればと例年開催している

ものでございます。 

農林水産祭は昭和37年に発足以来、今年で62回目を迎える伝統ある行事でございます。

このうち、表彰事業は、現在、７部門に分かれておりまして、過去１年間の各種のコンク

ールで大臣賞を受賞されました出品財の内から、今年は400を超える出品財でございまし

たが、厳正な審査を経まして、天皇杯、内閣総理大臣賞、日本農林漁業振興会会長賞、い

わゆる三賞を授与されるところでございます。 

  昨年は秋の勤労感謝の日、明治神宮会館におきまして表彰の式典を開催いたしました。

本日はその中で、林産部門で天皇杯を受賞されました静岡県の白糸植物園、代表取締役の

渡邊定元様にお越しいただきました。改めてお話を伺うとともに、学識経験者の方々と意

見交換をお願いしたものであります。天皇杯受賞後はますますお忙しくなったかと思いま

すが、快くお引き受けいただきました。改めましてお祝いと御礼を申し上げるところでご

ざいます。 

  それでは、本日は、共催しております農林水産省からは大臣官房の秋葉政策情報分析官

に参加いただいております。農林水産省を代表してご挨拶をいただきます。 

 

 

皆さん、お疲れさまでございます。紹介いただきました農林水産省大臣官房政策課の秋

葉と申します。私、農林水産省で農林水産祭の担当をしている者でございます。本日は誠

【挨拶】農林水産省大臣官房政策課政策情報分析官 秋葉 一彦 

【開会】公益財団法人日本農林漁業振興会 小栗 邦夫 

                             敬称略（以下同じ） 
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におめでとうございます。 

  令和５年度第62回農林水産祭「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」の開催に当たり

一言ご挨拶を申し上げます。まずは、本日はお忙しい中多数の皆様にご参加いただきまし

て、誠にありがとうございます。農林水産祭につきましては、天皇杯の授与など、優秀農

林水産業者の表彰、それからその業績の普及を目的として実施しております。このシンポ

ジウムについてもその一環として行なっているところでございます。先ほどご紹介がござ

いました天皇杯、全国で開催されている約 300程度の共進会、品評会の中で農林水産大臣

賞は約 400点ほどございます。この中から天皇杯で言うと７賞ある天皇杯を受けているわ

けでございます。天皇杯はご存じのとおり、正月のサッカーとかでも有名ですが、全部で3

0の天皇杯が賜杯されております。そのうちの23がスポーツの分野、残りの七つが農林水産

業ということで、農林水産業、これは国の基ということで非常に大事にされているといっ

たあらわれかというふうに思っております。 

 昨年10月に受賞が決定した後、11月23日、これは明治神宮で新嘗祭が行なわれる日でご

ざいますが、この日に明治神宮にて式典と天皇杯の授与が行なわれました。それから、３

年間コロナの関係で中止されていたんですが、昨年度は３月３日に皇居の宮殿、春秋の間

にて、天皇皇后両陛下への天皇杯の受賞者からの拝謁と業績のご説明が行なわれたところ

でございます。特に皇后様からは「非常に待ち望んでおりました」という言葉が何回もあ

ったと聞いているところでございます。 

 なお、本日ご講演いただきます渡邊先生がまさに両陛下にご説明している様子がＮＨＫ

のニュースのアーカイブで、今でもご覧いただけますが、農林水産祭、天皇杯、そういっ

たもので検索いただくと、すぐに出てまいりますので、ぜひご覧いただければと思います。 

 今回、業績をご発表いただきます渡邊定元先生でございます。北大農学部を卒業した後、

農林水産省、林野庁、それから東京大学の教授、これは北海道の演習林の林長でございま

す。それから三重大学、立正大学を歴任されております。その間、いろいろと国際的にも

ご活躍をされております。ＦＡＯ等の国際機関の業務にもいろいろと従事をされていると

ころでございます。 

 その後、ご退職された後、林業経営体である株式会社白糸植物園を設立し、平成６年か

ら林業に従事されているところでございます。大学で教鞭を取られていた、在籍時などに

考案された持続的な経営のための森林管理技術等の実践的な理論、それから技術を活かし

まして、小規模所有の森林を中心に集約化を行なって、中層間伐を繰り返すことで、継続
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的に収益を得つつ、150年後には１ha当たり優良木 100本の高収益林を造成することを目

的とした「持続的な経営林づくり」を進めてこられました。現在のところ、富士山麓で 7

00名の山主、 1,000haを超える林地の経営管理委託を締結されておられる状況とお聞きし

ております。このような取組を通じまして、先進的な経営者として林業の発展に多大なる

貢献をされているところでございます。まさに研究と実践の両方でございます。 

  また、林業経営にとどまらず、森林生態学、あるいは生態系といった幅広い分野のご専

門でございます。森林の群落を生物の共存社会として認識することから導かれる樹木社会

学という分野を確立されているということでございます。東京大学出版会から本が刊行さ

れているところでございます。まさに、森林林業、それから森林生態学等々におかれる、

この世界におけるレジェンドであると認識しております。林業に携わる関係者の方は先生

のことを親しみを込めて「テイゲン先生」とお呼びしているとお聞きしているところでご

ざいます。 

  もう１点、ご紹介させてください。さらに富士山関係の研究者でもございます。富士学

会の会長として富士山にまつわる歴史文化、あるいは生態系など、富士学の研究にも取り

組まれておりまして、先にご紹介しました森林関係の書籍に加えまして、富士学ですとか、

富士山の希少植物に関する研究成果等の書籍も上梓されているということでございます。 

 なお、この富士学会におきましては今月25日に渡邊先生の記念講演があると聞き及んで

いるところでございます。 

  本日は、このすばらしい業績の一端についてお話を伺うわけですが、特に書類だけでは

わからない部分や、その業績に対するさまざまな角度から意見交換を行なう大変貴重な機

会であると認識しております。 

  最後になりますが、本日のシンポジウムが関係者の皆様の今後のご活動の一助となるこ

とをご期待申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 (拍手) 

○司会 ありがとうございました。これから議事に入ります。まず、選賞審査報告でござ

います。審査委員会の林産分科会の主査であられます信州大学の鮫島教授にお願いいたし

ます。 

 

 

 

 ご紹介いただきました鮫島でございます。 

【選賞審査報告】農林水産祭中央審査委員会林産分科会主査 鮫島 正浩 

（信州大学特任教授） 
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  それでは、私から選賞審査報告をさせていただきます。 

  すでに、農林水産祭については小栗様からご紹介をいただいています。それからただい

ま秋葉様からも渡邊先生のこれまでの業績とプロフィールをいろいろご紹介いただいてい

ますので、重複するところは手短にいきたいと思います。 

  農林水産祭についてはすでに小栗様からご紹介があったように、昭和37年から国民的な

祭典として実施されている顕彰制度で、令和４年度、昨年度が61回目で、今年が62回目に

なります。 

  それで、顕彰分野はここに示され

ている７分野ですが、さらにこれと

は別に女性の活躍ということでも顕

彰いたしております。女性の活躍に

ついては、内閣総理大臣賞と日本農

林漁業振興会会長賞が贈られること

になっております。 

 それで、選賞に当たっては、まず

農林水産祭参加表彰行事がございま

して、そこで林産分野の場合、産物、

技術・ほ場、経営、女性の活躍等に

ついて、農林水産大臣賞を取られた

方が選賞の対象になるのですが、各

参加表彰行事で求められている審査

基準に加えて、次の５点について考

慮の上、選賞審査を慎重に行なって

まいります。 

 まず出品財の性質・内容が抜群で、広く社会の賞讃に値するものであること。そして、

出品財の基礎をなす技術及び経営が特に優秀であること。出品財が農林水産業の近代化と

産業的発展に役立つものであること。出品財が地域社会に貢献するものであること。出品

財について、人物、団体等が健全であること。以上が特に考慮されることになります。 

 第61回の農林水産祭の林産部門では、下記のような選賞の経過を通ってきております。

まず、令和４年の７月26日に第１回の林産分科会を開催して、あらかじめ書面審査を行な

農林水産祭とは

国民の農林水産業と食に対する認識を深めるとともに、
農林水産業者の技術改善及び経営発展の意欲を高めるため、
農林水産省と（公財）日本農林漁業振興会の共催により、
昭和37年から国民的な祭典として実施している顕彰制度で、
令和4年度は61回目、本年度は62回目

★ 選賞区分
天皇杯、内閣総理大臣賞、日本農林漁業振興会会長賞
* 女性の活躍については内閣総理大臣賞と日本農林漁業振興会会長賞
* 天皇杯を賜る顕彰はスポーツ関係以外では農林水産祭のみ

★ 農林水産祭選賞部門
① 農産・蚕糸 ② 園芸 ③ 畜産
④④ 林林産産 ⑤ 水産 ⑥ 多角化経営
⑦ むらづくり ＊女性の活躍

選賞審査の上で考慮する点

農林水産祭参加表彰行事における「産物」「技術・ほ場」
「経営」「女性の活躍」等に求められる審査基準に加えて
次の点を考慮の上、選賞審査を慎重に行う。

① 出品財の性質・内容が抜群で、広広くく社社会会のの賞賞讃讃にに値値すするる
ものであること。

② 出品財の基礎をなす技技術術及及びび経経営営がが特特にに優優秀秀であること。

③ 出品財が農農林林水水産産業業のの近近代代化化とと産産業業的的発発展展にに役役立立つつ
ものであること。

④ 出品財が地地域域社社会会にに貢貢献献すするるものであること。

⑤ 出品財について、人人物物、、団団体体等等がが健健全全ででああるること。
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い上位10点を選んで、さらにそこ

で合議審査を行なって、現地調査

対象の３候補財を選定いたしまし

た。そして、８月19日、27日、そ

れから９月１日にそれぞれ現地調

査を行なって、その上で９月６日

に第２回林産分科会を開催して、

現地調査の報告を行なった上で、

さらに合議審査により、３賞の候補財を決定いたしました。そして、令和４年の10月４日

に開催された中央審査委員会の第２回総会での合議審査により、３賞受賞者を決定いたし

ました。 

 選賞審査に当たったのは、私、それから今日も来られております葛城委員、それから田

中委員、さらに専門委員として小杉委員、立花委員、藤掛委員、山﨑委員、山田委員、吉

本委員、そして配属専門委員として山本委員、以上10名でございます。 

 その結果、決定された令和４年度

の林産部門での天皇杯は渡邊定元氏。

タイトルは「継続的な収益と 150年

後に高資産価値林を生み出す持続的

経営林づくり」でございます。さら

に、内閣総理大臣賞は長倉良守氏。

「斬新的な発想と技術開発と安定供

給システム構築による苗木生産」。

そして日本農林漁業振興会会長賞は

穴井里奈氏。「多彩な商品開発とブ

ランディングにより国内外へ小国杉

の魅力を発信」でございます。 

 これからは天皇杯受賞者の渡邊氏

に関するご略歴、さらに評価のポイ

ントを説明させていただきます。 

 すでに、かなり詳細にご紹介いた

─ 8─



 5

だいているのですが、渡邊氏は昭和９年静岡県富士宮市生まれでございます。そし、昭和

31年に北海道大学農学部を卒業されて、農林水産省に入省されております。その後、昭和

60年に東京大学農学部、北海道演習林林長として異動されて、就任されております。その

後、それまでの実績に加えて、さらに教育について大変な貢献をされて、平成７年には三

重大学生物資源学部教授、さらに平成10年には立正大学地球環境科学部の教授に就任され

ております。一方、東京大学を定年退職された後、地元である静岡県富士市において、株

式会社白糸植物園を設立されまして、その後、地元の林業の発展に非常に大きな貢献をさ

れてこられました。そして、平成29年には株式会社白糸植物園の代表取締役に就任された

ということでございます。そして、表彰歴といたしましては、平成８年に日本林学会賞、

土井林学奨励賞、平成13年に静岡県緑化功労賞、そして平成22年には水資源功労者国土交

通大臣賞を受賞されております。 

 次に今回の評価のポイントについ

て進めさせていただきます。受賞者

は、農林水産省の職員、東京大学教

授等を経て、林業経営体である株式

会社白糸植物園を設立して、平成６

年から、それまでのご自身の研究成

果を活かした林業に従事されてこら

れました。小規模所有の森林を中心

に集約化を行い、将来木候補の成長を妨げる準優占木を間伐対象とした中層間伐を繰り返

すことで、継続的に収益を得つつ、 150年後には優良木を１ha当たり 100本の高収益林を

造成することを目標とした「持続的経営林づくり」を進めてまいられました。令和３年時

点で、富士山南麓域 1,000ha余りの森林所有者と森林経営受託契約を結び、森林経営計画

を作成して持続的経営林づくりを実施

してきておりまして、これまでに数千

万円の間伐収益を所有者に還元してこ

られました。 

  受賞者の特色としては２点挙げさせ

ておりまして、一番目の点としては持

続的経営林の造成が挙げられます。受
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賞者は高い資産価値を持つ継続的経営林を造成するため、中間間伐とそれによる同齢択伐

林施業を実施している。また、大型フォワーダ走行を可能とした幹線作業道をはじめ、強

度の降雨に耐え得る防災水源涵養路網を整備し、生産性の高い作業システムを構築してい

る。２番目の点といたしましては、自然環境、労働環境に配慮した取り組みで、受賞者が

取り組む持続的経営林は、成長量を持続させた高齢級の森林造成のため、炭素吸収能力維

持と炭素貯蔵を両立させ、大気中の二酸化炭素濃度の低減に寄与するものである。また、

防災水源涵養機能を有する路網の高密度な整備により、林地への車両系機械の侵入を最小

限として林地保全を図るとともに、伐採、造材作業機械の導入が容易になり、作業者の労

働負担を軽減している。 

 そして、普及と今後の発展方向と

いうことで、受賞者は、静岡県で展

開された「富士森林再生プロジェク

ト」において持続的経営林づくり等

について提案、指導を行なうほか、

ＮＰＯ法人「富士山自然の森づく

り」の技術指導を通じて地域ボラン

ティア活動の活性化に大きく貢献さ

れてこられました。今後、森林経営計画の対象林を 1,400ha以上に拡大し、地域に持続的

経営林を普及し、森林所有者の継続的な収益を確保しながら、林齢 150年生の森林で 1,0

00万円／haの資産価値を持つ森林の造成を目標としている。 

 以上が今回の選賞のポイントでございます。 

 以上、選賞報告を私からさせていただきました。ご清聴いただきましてありがとうござ

います。 

○司会  鮫島先生、どうもありがとうございました。続きまして、業績発表を天皇杯受賞

の白糸植物園代表取締役、渡邊定元様にお願いをいたします。 

 

 

 

  初めまして。渡邊でございます。 

 最初に、受賞いたしましたテーマが 150年後に高資産価値林を生み出すという持続的経

【業績発表】令和４年度（第６１回）農林水産祭林産部門 天皇杯受賞者 

      株式会社白糸植物園 代表取締役    渡邊 定元 
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営林でありますが、その持続的経営林の技術管理とその理論の背景をちょっと説明します。 

  持続的経営林は、個別の森林経営でございまして、ＣＯＰ21・パリ協定の、森林のＳＤ

Ｇs達成を目指す一つの森林管理技術

であります。その基礎理論は、67年

前の1956年に発想し、1970年に定山

渓国有林、1985年に東大北海道演習

林で試験地を設定したのが始まりで

あります。 

  そういうことで、最初に謝辞を申

し上げます。天皇杯受賞に関与され

ましたすべての皆様方に改めて感謝

申します。２番目に、この持続経営

林の技術的基礎である中層間伐や同

齢択伐林施業のヒントを与えてくだ

さった対数正規分布の法則、これは吉良竜夫先生の1956年の論文など、密度理論を提唱さ

れました吉良先生に感謝申し上げます。それから、私の理論を構成しておりますハビタッ

トの棲み分け、並びにニッチの棲み分けなど、持続的経営林の基礎を支えた理論や技術を

評価し、支持してくださった今西錦司

先生。この両先生に対して謝辞を申し

上げます。 

 それでは、天皇杯受賞理由の持続的

経営林における位置づけはどうかとい

いますと、持続的経営林は五つの要件

を設けました。それは高蓄積、高成長

量、高収益、多目的利用、生物多様性

の維持でございます。この中の木材生

産という部分と多目的利用の部分の中

で木材生産の経済的価値の推進を、こ

の下の防災水源涵養路網と中層間伐・

同齢択伐林を両立することで、大型フォワーダ集材など、木材生産システムを完成いたし
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まして、この目的が継続的な収益と150年後に高資産価値林の造成ということ、これが一

つの位置づけであります。いい森林管理をしている森林では１回目の間伐で、すでにそれ

までの造林費、管理費をすべて取ってしまった森林所有者もおります。 

 そこで、この理論を挙げますと、森

林の持続的発展ということにつきまし

ては、マイニーがモントリオールプロ

セスを作る際に発した言葉であります

が、「現在の人々のニーズを満たし、

未来世代に対する倫理的責任を果たす

ために、森林の生産能力と再生能力、及び生物多様性を社会的に受容し得るレベルで無限

に維持し、森の持つ多様な経済・環境機能を確保する」ということが森林の持続的発展の

理由です。 

 そういうことについて、森林の持続的経営というのは三つの段階があります。まず、森

林の持続的開発というのは、地球環境サミットで行なって、そこでは森林についての原則

声明がなされました。それを受けて、われわれ温帯圏（アメリカ、カナダ、日本、ロシア、

その他）については、持続的森林経営、モントリオールプロセスを作成しております。そ

ういう中で、個人の林をどうするかというのがこの持続的経営林であります。それをいか

に定着させるのかという課題に対して一つの手法として出したわけでございます。 

 持続的経営林の要件の矛盾とい

うのは、この五つの要件。お互い

に独立しておりまして、お互いに

相矛盾しているということです。

高蓄積は原生林の成長量はゼロで

す。環境団体等は原生林を保全し

ろと言っているが、炭素の固定については何も効果を持たない。それから２番目の高成長

量というのは、これは後で述べますが、若い林がいいとは限らず、要するに多目的利用に

も何も寄与していない。それから高収益については、生態系を改変しなければ、高収益な

利用ができないということ。４番目の多目的利用（森林からの恵沢）というのは人主体の

概念です。要するに公益機能と経済機能を併存させながら人を主体にしていこうと。それ

で、５番目の生物多様性は１から４までとは違いまして、５番目だけが生物主体の概念で
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す。これをいかに経済林の中で保っていく

かというのが持続的経営林づくりでござい

ます。 

 それで、五つの要件を満たすのは人工林、

長伐期複相林施業、この相というのを使っ

ています。いま日本ではモザイク林を使っ

ておりますし、林野庁の政策のモザイク林

というのがそれでございます。それから天

然林については、択伐－人工補整の天然林

施業ということで、技術的に解決できます。

その技術としてはこの三つです。高密路網

の作設技術、高密路網を利用した素材生

産・育林技術、それから樹木の種特性を熟知した選木技術ということでございます。 

 それから５要件間の矛盾の解決法としては、生物多様性の維持と他の要件間は、経済林

の中ではどうしても土地利用区分の中で行なわなければならない。そういうことで、渓畔

とか、貴重な動植物の生息（育）地、湿地など、弱い自然は区別してそこを保全していこ

うというわけでございます。 

 この１表に今日のお話の結論

が書いてあります。成長量最大

化を目指すパリ協定の泣きどこ

ろはどこにあるかということで

す。成長量最大化を目指す森づ

くりを行なうと、森の現存量を

減らし、人類にとって必要な森

林の多目的利用や生物多様性を維持できないということであります。成長量最大の時期と

いうのは、要するにＳＤＧｓとは似て非なるものです。その解決策として書いてあるのが

この右下の図でございます。この中で一番上に林齢が30年と書いてあります。この林齢が

30年のときが実は成長量最大の時期でございます。この成長量最大の時期で伐採しますと、

どうなるかというと、そこで伐採してしまいますから、平均の林齢は15～16年生の山ばか

りしかできてこない。この辺が現在の新聞報道では全く抜けているところです。それを成
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長量の最大を１割減らす、要するに平均成長を１割減らすと、この中の右のほうにある17.

9を１割減らすと16.1です。そうすると、平均成長量の10％減林は林齢を 100年にしても

それが維持できる。ここに一つの結論があるわけです。現在、林齢が60年生ぐらいから上

の林については、この林齢 100年の中でどのような森林管理を行なうのかを考えることに

よって、その技術的な結論に対して一般的な支持が得られるのではなかろうかと思います。

また、林齢150年の平均成長量というのは、２割減らした14.2です。この14.2ということ

になると、樹齢は150年まで延ばしてもいいと。ただし、ここの中には 150年までに下か

ら生えてきている樹木の成長量は入っていないということもご理解願います。 

  そういうことを踏まえまして、これから本論に入ります。 

  防災と水源涵養機能を備えた道をどうして作る

かということです。そのためには、まず、人、車、

自然に対する安全のための道路構造の３原則。そ

れは道路上で作業をする人の安全が図られるもの

である。それから「林道」というのを「道路」に

読み替えてください。道路上を

運行の車両に危険を感じさせな

い安全なものである。それから

国土保全上から安全の図れる路

網の構造です。この「林道」と

いうのは作業道の構造というよ

うにしてください。 

 その３原則に即しました路網

建設の五つの基準を取ってみま

すと、経済的に見て適切な集材

距離である「30-70ｍ-240ｍ/h

a」と記してありますが、路網密

度を増やすことによって生産性がどんどん上がってきます。それで、240ｍ以上だと非常

に生産性が上がります。ですが、こういう道がどこでもできるわけではありません。そし

て、最高の道づくりは、270ｍです。国土保全上大切なこととしては、200- 300ｍごとに

土場兼待避場を設けることです。集材車が入らず、道路からの集材ができる。そして重要
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なのは４番目です。縦断勾配が６％以下。６％以下にすると、水が蛇行します。要するに、

急激な雨以外のときは土をそこに置いてくれる、これを利用するわけです。５番目が建設

費用は支障木の収入、プラス、助成の範囲内ということであります。 

 防災水源涵養路網の構造は、路体と山体の

水環境を分離することです。緩い道路の縦断

勾配。それから浸透升の設置。排水管の設置。

空ダム、ため池の設置。この五つのものを兼

ね備えると、いま述べたことが実現できます。 

 路体と山体の水環境を分離すると、路体か

らの浸食を防止し、路体からの土砂流出を防

止する。路体上の滞留水をなくして乾燥させ

ることになる。われわれの感じですと、この

３番目を実行しただけで、１日ないし半日以

上、労働できる時間が早まります。それから構造としては幅１ｍ以上のＬ側溝として、谷

側が高い片勾配にするということでございます。 

 常識と異なる路体構造。なぜ片勾

配かというと、雨水を側溝で流しな

がら、路面のぬかるみをなくして、

早く乾燥させて就労時間を長くさせ

る。なぜ路体と山体を分離かという

と、上方からの雨水を側溝に流して

しまって、浸透升等で地下水化させ

る。なぜ６％未満かというと、縦浸

食の防止とメンテナンス費用の削減、

安全の管理。なぜＬ側溝かというと、

作設費、管理費が削減できるという

ことです。それからなぜ伐開幅が６

ｍ必要かというと、機械作業の効率化と高齢級ヒノキの枝張りが４ｍあることです。４ｍ

ですと、道の中に枝がくるので、光合成すると、横の木で取ってくれる。これでいいわけ

です。それで、路網の縦断勾配、これは６％にして標準的なもので片勾配にする。 
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 では、緩い路網の縦断勾配とい

うのは、土砂の下方流出の防止。

雨水の浸食による汚濁水を発生さ

せない。停滞水を発生させない。

Ｌ側溝が緩いものですから、そこ

で常に浸透していく。構造上は

１％以上６％未満としてありますが、実際、建設をしているときには３％から５％、この

規格で路網を作るということがわれわれの目標です。２％以下だと、施工が非常にむずか

しいということです。 

 これが最初に作成した無間伐の

防災水源涵養道路の形態です。 

 浸透升の設置。雨水を滞留させ

地下水化。土砂を流亡させずに防

災機能の付加。間伐遅れによる土

砂流出、こういうようなことで、水

源涵養機能低下の代替措置をやる。

透水層まで掘削するということと、

危険防止のために柵を設けるという

ようなことを行ないます。 

これが標準的な浸透升です。 

 それから排水管の付設というのは、浸透升からの余剰水を排水させる。それから森の透

水能力の許容量以上の排水対策をどうするか。それで、30、60-１ｍなのですが、だんだ

ん今のような雨の降り方をすると、ほとんど60から１ｍの排水管が必要になってきており

ます。 
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 これは1997年６月20日ですが、

富士山で集中豪雨が起きまして、

田子ノ浦港が埋まってしまったと

のことです。そのときの実態です。

このときは70㎜降っておりました。 

 

 これは試験地に設けましたＬ側

溝です。これは現在まで20年近く

ありますが、これが埋まったこと

はありません。全部上部の森林か

らの雨水はここで止めて浸透させ

ています。 

  空ため池の設置。集中豪雨に伴

う洪水防止と流水、貯水能力。そ

れから台風、集中豪雨対策として

地形を利用した空ため池を作る。

浸透性の良好なところで作るとい

うことです。 

  これは空ダムの実態です。人が

立っておりますから、どのような

ものか理解できましょう。非常に

平らな、平坦のところに、計算上

４万ｔ貯蔵のダムです。もっと加

えるなら、これは助成をもらって

おりません。 
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 空ダムの建設費は間伐・

支障木の範囲内ということ

で実施しております。  

 これは最初に富士市に作

った防災水源涵養櫓路網で

す。 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 これから、本題に入ります。

中層間伐・同齢択伐林施業の

理論。これは生産生態学の成

果で、対数正規分布の法則の

応用。同齢人工林を択伐林型

に導くというのが先ほど申し

たものです。この理論は左側

のものが一般に応用されてい

る密度理論です。スパーら、

只木、大隈、箕輪、内藤、林

あたりの論文にちょっと出て

きます。これは林の1978年の

図です。右側が対数正規分布
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の図です。この一つ一つの

個体群がどのように動いて

きたかというのが右側の対

数正規分布の法則ですが、

私はこれに着目して、いま

言ったような同齢択伐林を

作ったわけです。この理論

に興味のある方は勉強してください。 

  これはどんな森林づくり

をするかというと、この理

論を応用して、Ｌ型の択伐

林をつくっていこうという

ことです。 

  資料３２が今日の一つの

結論です。黒の表示から白

の表示への変化が、20年間、

中層間伐を行なった結果、

横軸の中で６、７が非常に

高くなって、８が減って、

９、10となる。だから、将

来残す木は８、９、10が残

って、中層木が非常に高く

なって、択伐林型ができてきた。 

 この中層間伐、20年間で対数正規分布が実証されたヒノキ同齢林の結果、中層間伐の繰

り返しにより、準優占新界木が増大し、収益性が保たれる。 

 要するに、資料３３のとおり間伐が皆伐よりも高い理由はここにあります。この辺をひ

とつ、ご理解をお願いします。個体の頻度分布はＬ字型。大径木の伐木集材の生産が小径

木よりも高い。太い丸太の価値は細いものよりも高いというような言い方で、大型機械の

操作ができる高密路網から短距離集材をするようにするということです。 
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 ですから、森林所有者にお金

を返しているのは、こうした基

礎的な理論と技術によってでき

ています。これはそれまでの経

緯です。説明しないので、また

後で見てください。 

 山火再生林での同齢択伐林施

業を東京大学で行ないました。

東京大学の北海道演習林には 

1,500haの山火事同齢の択伐林

がありまして、これを1987年か

ら優良広葉樹の生産にもってい

った。現在、そこで伐採してい

る木の平均単価が㎥当たり８万

円です。これは今年、北演に電

話で聞いたところ、これだけの

値段だと言っている。それがで

きるような中層間伐を行いなが

ら、ウダイカンバの寿命が大体

120年から150年ですから、優良

木になると、それが倍になるわ

けですね。この齢の優良木にな

ると、北演では１本で 800万円

を２回記録しております。 

 これが優良木施業。周りの影

響を与える太い木、さっき言っ

たように、㎥当たり８万円の間

伐を行いながら、資産を形成し

ていきます。これは、最初のときですから、いまは随分太っております。  

 そんなことがありまして、スギ、ヒノキ人工林で実験を開始しました。（資料37）これ
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は列状間伐をしまして、中層

間伐を実施したとき。この後

10カ年の２回の中層間伐でど

うなったかというのが次です。 

 資料３８は今年の３月の写

真ですが、青テープを巻いた

木を太らせるために、その左

の日が当たっている太い木

がありますね、これがいわ

ゆる間伐木です。要するに

間伐木を伐採することによ

って収益性がずっと上がっ

ていく。では、道からどの

くらいの距離かというと、

10ｍ、20ｍ内です。非常に近

距離まで伐採に入っていくと

いうことです。こんなことで

木材の収益を確保して丸太を

出しております。（資料39、

40） 

  それでは、そうしたような

経済性と同時に行なっている

教育研修ですが（資料41）、

これは筑波大学の学生の研修

です。ここのところでヒメシ

ャラが自然に生えてきたもの

がどうして生えてきているか。

これはどうしても鳥散布によ

るものとしか考えられないですが、そうしたものの研修で、森の勉強をしようということ

です。 
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  それからもう一つ技術研修です。

（資料42）これは台湾当局が1990

年代の台湾の地震と台風による災

害の後、こちらに２回来まして、

私も２回向こうに行きまして指導

いたしました。台湾では、この持

続的経営林づくりをできるところ

から始めていただいております。

 そんなわけで、私どもは世界標

準を目指す持続的経営林づくりの

展開をしております。（資料43） 

これがわれわれのスタッフ、メ

ンバーです。目標としては持続的

経営林の６次産業化への道を開こ

うということです。林業の６次産

業化を現在、実施しております。

伐採している木はほとんどが静岡

県の（株）ノダの合板工場に７割

送っております。要するに（株）

ノダと約束した量は全量、価格に

は関係なく送り続けております。

そこで新たな対策として、地域で

雇用をさせながら、いろいろな多

角的な経営をする、農業と同じよ

うな６次産業化を現在進めております。 

 そんなわけで、私たちは森の環境倫理確立への道づくりを目指しています。（資料44）

森林の環境倫理の確立ということは、森林からの収奪。土地利用、衣、食、住、エネルギ

ー、情報、これは森からもらっているわけですが、それと同じように依存。災害、水、空

気、保健休養、環境、公益的機能、これの相互矛盾をいかに解決するかという課題に対す
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る一つの解決方法。21世紀の森の環境倫理への道を築くことが今日説明した一つの手法で

ある持続的経営林づくりであります。 

 以上で終わります。（拍手） 

○司会  渡邊様、どうもありがとうございました。これまで２件のご報告にご質問などあ

ろうかと思いますが、後ほどパネルディスカッションの中で会場から参加いただく時間も

ありますので、その中でお願いをいたします。ここで10分間ほど休憩といたします。再開

は14時40分といたします。それまでにまたご着席をお願いいたします。 

 

 

○司会  それでは再開いたします。これからはパネルディスカッションでございます。進

行はコーディネーターとして鮫島先生にお願いをいたします。 

 

 

  それでは、本日の後半ということで、渡邊先生のご講演を中心に、さらに皆さんで意見

交換をしていくということで、パネルディスカッションをさせていただきます。 

 まず登壇された方のお名前とご所属をご紹介します。私の左隣は渡邊先生です。渡邊定

元先生ですが、皆さん、「テイゲン先生」と呼んでおられます。その隣が私と一緒に選賞

の委員を務められました田中浩様。現在、公益財団法人国際緑化推進センターの技術顧問

をされております。その隣が同じく選賞の委員を担当されました葛城奈海様。ジャーナリ

ストでございます。さらに、そのお隣は、大住克博様。大阪市自然史博物館外来研究員で、

鳥取大学の名誉教授であられます。それから、一番左、橘川渉様。静岡県経済産業部森

林・林業局林業振興課課長代理でございます。 

 以上、コメンテーターの方を紹介いたしました。 

 それでは、これから16時まで80分弱あるということで、前半と後半に分けて、前半はコ

メンテーターの方に今回の渡邊先生の受賞のお祝いの言葉と、先生とどういう関係で今日

ここにいられるかということも含めて自己紹介、そして今回の受賞に対する思い、先ほど

の講演を聞かれて、さらに思いを新たにされたかと思うのですが、その中で特に自分とし

【パネルディスカッション】 

 コーディネーター 農林水産祭中央審査委員会林産分科会主査 鮫島 正浩 
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て印象に残っていることを語っていただいて、その上でこの機会に渡邊先生に是非こうい

うことをお聞きしておきたいと。先ほど理論技術のお話もされましたが、そういうことも

もう少し深掘りしてもいいかなと思いますので、そういうことも含めて一言ずついただき

たいと思います。その後、自由討論で、先ほどあらかじめご発言いただきたいなと思う方

にはお声かけをしてありますが、その方も含めて、本日ご参加いただいている会場の方々

から一言ずついただき、その上で、渡邊先生にこういうことをお聞きしたいなということ

を是非ご発言いただきたいと思います。それで、最後にもう一回、渡邊先生に、取りまと

めになるのですが、私が取りまとめをするよりも渡邊先生に全体を取りまとめていただき

たいと願っています。特に、これまでの長い経歴、経緯の中で印象に残る方、恩人という

方々をすでに紹介いただいておりますが、その方も当然含めますが、さらに広く、一緒に

やってこられた方も大勢いられると思いますので、そういう方を紹介していただいたり、

あるいはこれは特筆すべきできごとだということを言っていただいたり、さらにご苦労さ

れたこと等を言っていただければいいかなと思っております。そして、やはり天皇杯とい

うことで、天皇陛下に拝謁して、いろいろご説明をされて、それに対してお言葉をいただ

いていると思うので、どこかで渡邊先生にそのことについても触れていただければなと思

っております。最後に、渡邊先生から後進に伝えたいことということをもう一度言ってい

ただければいいかなと思っております。大体、そんな形で進めたいと思っております。 

 それでは、パネルディスカッションの最初はまずコメンテーターの方から一言ずついた

だきたいと思います。委員は後ということで、まず大住様からお願いしたいと思います。 

○大住（コメンテーター） 今ご紹介いただきました大住です。まず渡邊先生、この度は

ご受賞大変おめでとうございました。先生とお会いしたのはもう30年以上前だと思うので

すが、ちょうどその頃、私は森林総研におりました。当時は、なかなか基礎的な研究と林

業の現場での技術との間のつなぎがいろんな意味でむずかしい時期にありました。研究者

は、実際に森林経営が大事だなと思いながらも、生態学との距離をどう埋めるのか腐心し

ておりました。そこで私どもは、研究会をつくったのですが、そのときに顧問を先生にお

願いしたのが最初です。先生に顧問をお願いした理由は、渡邊先生のご紹介がありました

ように、もともとは大学では森林生態学を中心に学び、行政官になられて林野庁でずっと

働きになって、また東大で教鞭につかれてということです。渡邊先生は行政官をなされて

いた間も研究で有名でございまして、何度も研究に移るという御誘いのお話もあったと伺

っておりますが、先生はそれをあえて選ばずに、行政官と林業技術者との道を同時に並行
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してやってこられたという点で大変希有な履歴を持っておられた方です。先生とお話を伺

っていると、たとえば林道の設計とか単価、今の木材の動き、あるいはし集材システムの

配置の話などの一方で、樹木種の分布や進化とか分類の話とか、そういうものが同時に出

てまいります。２時間、３時間話をしていても、話題は次々と変わっていって、森林に関

するあらゆることがそこに入ってくる。ある意味では、旧来、林学というのはそういうも

のであったのではないかと思うのですが、そういうものを体現しておられる方だというこ

とで、大変感銘を受けたことを、今でも覚えております。  

 今回、受賞された富士宮の森林管理ですが、私も30年以上前に、始まって最初の頃、研

究会で見学させていただいております。その頃、私は人工林の話について正直言ってそれ

ほど関心がなく上の空で余りきちんと見てこなかったのですが、その後、30年以上たって

みて、実は私も同じようなことを始めようとしていて、やはり先生が考えておられたこと

がすばらしかったと実感しています。それは、木材生産のための森林経営の中でも森林の

多面的機能、それこそ生物多様性など環境に関わる様々な森林の機能の持続的発揮を考え

た森林管理をどう実現するかということを一所懸命追求してこられたということです。し

かも、それを長年の実践を積み重ねて1,000haの面積まで広げ、会社を作って経営されて

きたというところが、これまた大変希有なことであると感銘を受けております。 

  ですから、今回の受賞理由に「 150年後に高資産価値林を生み出す」とあるのですが、

私個人としては高資産というのを必ずしも金銭的な価値だけではなくて、その森林が持つ

多面的機能としての価値も含めての高資産だと考えるのが、渡邊先生の業績の評価として

一番ふさわしいと感じているところでございます。 

  森林経営に多面的機能を取り込むという考えは、1992年のリオデジャネイロの地球サミ

ットの森林原則声明から始まって、国内では2002年の森林・林業基本法の制定に繋がりま

す。その中に出てきたことは、まず森林の存在価値というのは人間が生きていく上で大事

なことなので、森林は生態系としても健全、持続的に維持しなければいけない。その中で

森林というのはいろいろな機能を発揮し人間にサービスを与えていく。木材生産はその中

の重要な一つの柱であると理解し直そうというのが、あの時代の流れだったと思います。

その結果として、それぞれの国の林業が考えなければいけなくなったことは、木材生産の

ための森林管理であっても、そこでいろいろな機能をどうやって発揮していくかという新

しい形を目指そうということだったわけです。日本でも、混交林とか、複層林とか、いろ

んなことが提案されてきたのですが、なかなか私ども専門に近いところにいる人間から見
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ても、イメージとしては、言葉として簡単でも、実際にどうすればいいんだという技術体

系を組み立てることは大変難しかった。それを渡邊先生は、個人的な企業という仕組みで

 1,000haまで広げてこられたところは本当にすばらしいと思います。  

  一つ、質問がございます。先ほど渡邊先生のプレゼンでも説明されてはいたところです

が、多面的機能の持続的発揮も目指した林業経営を考えるモデルとして、先生は、従来の

短めの伐期による皆伐を中心とした森林管理とは違う択伐を目指しておられる。今ある皆

伐一斉林をもとに、それをどうやって択伐的なものに持っていくかということを目指して

おられたと思います。その理由として持続的な生産ができて、かつ資産的な価値としても

高いし、収益も持続されるという説明がありました。加えて、先ほど先生のおっしゃられ

た多面的機能の発揮などもあると思うのですが、そういうものも含めて、やはり択伐林と

いうのは皆伐林と違う目指すべき方向性を持つものなのかどうか。皆伐林だって、そうい

う役割を果たせるという意見もあると思いますが、なぜ択伐林なのかについてもう少しご

説明をいただければと思います。 

○鮫島（コーディネーター） いきなり核心に触れられたような気がするんですが、渡邊

先生、簡潔にコメントをいただければと思います。 

○渡邊（業績発表者） なぜ択伐かというと、今、択伐による施業が世界的に余り取られ

ていない。そういう中で、先ほど申しました高付加価値林の意味が、木材生産だけではな

くして、すべての多面的な機能の高付加価値化を目指す一つの視点として、ある程度択伐

林を置くことが非常に大切であると考えているからであります。 

 以上です。 

○鮫島（コーディネーター） どうもありがとうございました。私も聞きたいことがある

のすが、また次の機会があると思いますので。それでは次のコメントを橘川さんにいただ

きたいと思います。 

○橘川（コメンテーター） 渡邊先生、静岡県の林業関係職員一同からもこの度の受賞、

誠におめでとうございます。 

 私は、静岡県の林業職員に入りまして30年ほどたつのですが、渡邊先生のところの現場

を若かりし頃の普及指導員のときにお見せいただいたときに、恐らく初めてハーベスター

をすごく間近で見せていただいたところが心に残っております。前後して、ロングリーチ

のグラップルですとか、大型のフォワーダとか、そういったものも非常に身近にご説明い

ただいて、いい経験になったと思っております。 
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 今回、渡邊先生のこれまでの取り組みが評価されたことにつきましては、静岡県の森林

所有者の皆さんですとか、山をお預かりしている林業経営体の皆さん、さらには、最後に

６次化の話もありましたので、地域の皆さんにとって非常に大きな拠りどころになってい

くのではないかなと改めて感謝申し上げたいと思います。 

 そして、最後、集合写真にもありましたチームとしての白糸植物園、そういうすばらし

い組織もあるということで、静岡県の森林、林業界には大きなものができたのではないか

なと思っております。  

 私からお尋ねしたいのは、先日も静岡県内でも大きな雨が降りまして、線状降水帯がで

きて、非常に残念なんですが、静岡県内でもお亡くなりになった方もいらっしゃいます。

そういった中で、災害に強い道作りを実践されていらっしゃることです。さらには、それ

によって働く方の労働安全にも寄与する。そしてさらに、丸太の安定供給ですね。雨が降

って、道が崩れず、合板工場への供給に滞りなく生産が続けられる。さらに言うと、今、

まさに課題になっている大径材にも対応できるような、大型のフォワーダですとか、重機

を用いたシステムが当初から設計されていたかのように思います。 

 こういった状況で、今後も、我々に林業機械生産システムや道づくりでまた何かアドバ

イスがいただければ非常にありがたいと思っております。 

○鮫島（コーディネーター） 渡邊先生、いかがでしょうか。 

○渡邊（業績発表者） ありがとうございます。何よりも私は静岡県でこの事業をさせて

もらっていることにまず感謝申し上げたい。今やっております事業の中で機械の大型化を

行っております。大型機械が通っていかなければどうしても生産性が上がらない。実は私

はこの事業を始めるときにスギの値段が針葉樹の中で、世界で一番安くなった。安くなっ

たために 100％アメリカに輸出するということでも、採算が合う基準で技術開発を行なう

というのが一つの焦点でありました。そういうところの結果としての大型化があると思い

ます。それで、実際の林を作っておりまして、 100％成功しているわけではありません。

どういうことかと言うと、現在やっているところが富士山麓の非常になだらかなところと、

日本でも一番難しいところで、現在、道作りをやっているわけです。日本で一番難しいと

ころというのは、駿河湾トラフ、20万年間に約 1,000ｍ近く上昇している。その地域は雨

が降れば崩れる。地震が起これば崩れる。こういうような地域です。ちょうど皆さん、東

海道を行くと、薩埵峠のところの防災の工事、そういうのをずっとやっていますよね。そ

れは全部、20万年のうちに上がったものですから、崩れるために山があるというようなと
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ころでの路網づくりは、何回も失敗しております。その失敗の中で、どうしてそれがクリ

アできるかということを実験しております。したがいまして、成功例だけではなくて、失

敗例、そういう点もいろいろ勉強しながら、防災水源涵養路網の普遍化ということをして

いるということをご理解願いたいと思います。 

○鮫島（コーディネーター） 私、最初にご苦労されたことをお聞きしようと思ったんで

すが、まさにその一端を今ご紹介いただけたように思います。どうもありがとうございま

した。 

  それでは、コメンテーターからの一言を先に進めさせていただきます。次は葛城さんに

お願いいたします。 

○葛城（コメンテーター）  葛城です。まずは、渡邊先生、この度は大変おめでとうござ

いました。私は、今日、登壇されている方々の中では、渡邊先生とのお付き合いと言うと

語弊があるかな、格段に短いのですが、昨年の８月19日に委員の１人として白糸植物園研

修所にお邪魔したときに初めて先生に直接お会いいたしました。そのときも感じましたし、

本日もまた強く感じているのは、本当にすばらしい先生だなということです。これだけす

ばらしい業績を残されていながらとても謙虚でいらっしゃって、私の手元には受賞が決ま

ってから送られてきた農林水産祭受賞者の業績という分厚い冊子があるのですが、ここで

も最初にこれまで携わってこられた森林所有者の皆様、それから亡くなられた奥様、一緒

に会社で勤めてこられた方々、その他、関係者の皆様に心からの謝辞を述べておられて、

こういう謙虚なお人柄だからこれだけ大きなことを達成されたんだろうなと感じておりま

す。 

 私の簡単な自己紹介ですが、ジャーナリストとして自然環境問題と国防安全保障問題を

２本柱にしていろいろと調べたり、発信したりさせていただいております。森林、林業と

の関係は、最初は緑の雇用事業が始まったときに「緑の研修生」と当時は呼んでいた、そ

して今ではフォレストワーカーと呼ばれている皆さん達との交流が始まりまして、毎年行

なわれている「森林
も り  

の仕事ガイダンス」で研修生、フォレストワーカーや、さらに経験を

積んだフォレストリーダー、フォレストマネージャーの皆さんとのトークショーで進行役

を務めさせていただいりしております。もう大分前ですが、ＴＢＳラジオで「ちょっと

森林
も り

の話」というミニ番組がありまして、その森の案内人として全国各地の森を回らせて

いただいておりました。そんな中でさまざまな現場に触れたことが恐らく選んでいただけ

た理由なのかなと思っておりますが、８年間ほど林野庁の林政審議委員も務めておりまし
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た。 

 今回は先生の普段のフィールドに伺いましたので、その報告をさせていただきたいと思

います。まず、白糸の滝にほど近い白糸植物園研修所で私たちは１時間ほど聞き取り調査

をさせていただいたんですね。そのときに特に印象に残ったことが二つありました。 

 まず一つ目は、1956年以来、何と昨年で66年間に及ぶ持続的経営林の展開について、先

生はいろいろと調査、研究、実践をしてこられたわけですが、1992年にブラジルのリオデ

ジャネイロでＵＮＣＥＤ、国連の環境開発、森林原則声明、アジェンダ21に向けて、環境

問題をどうするかという検討がなされたそうです。その中で、生物多様性という言葉を一

般化させることにしたと。今となっては、誰でも、小学生でも知っている生物多様性とい

う言葉ですが、振り返ってみると、私が子供の頃にはなかったなというか、そんな言葉を

口にする人はいなかったんですが、出発点はこれも渡邊先生もそのお一人だったというこ

とがわかりまして、大変驚くとともに、そんな方にお会いできたことを光栄だなと思いま

した。 

 印象に残ったことの二つ目ですが、鮫島主査の質問に答えて、先生はこんなことをおっ

しゃったんですね。 1,000ha余りの森林所有者と森林経営受託契約を結ぶに当たっては、

当時、大学教授を務めておられたのですが、大学の教授を務める傍ら、森林の規模の大小

にかかわらず、所有者１軒、１軒に頭を下げて回った結果、 700haから 800haの契約に結

びついたと。昨今は経営管理法に基づいて自治体が行なうようになったアンケートに対し、

所有者の回答率が高いことから、それを活用することで契約につながっているというお話

を伺いまして、並外れた実行力と、それを支えている地道な努力の積み重ねが今につなが

っているのだなと実感いたしました。 

  その後、施業の場所に実際に連れて行っていただいたんですが、先生のお姿が研修所で

お話をされていたときと、一歩、森に入ったときとでは別人のように変わってしまわれた

こともとても印象に残っております。ヘルメットを被って、林内に入られると、何か本当

に水を得た魚のように生き生きとされたんですね。今日もたびたび説明がありましたが、

初回には３残１伐の列状間伐をする。その後は優良木を育成するために準優勢木とその支

障木を伐採率20％程度で間伐する中層間伐を繰り返す。私、恥ずかしながら、中層間伐と

いう言葉をこの日に初めて知りました。中層間伐を繰り返して、将来的に 150年生で優良

木 100本／haの森林を造成するという間伐方法を教わり、その施業で実際24年が経過した

森に私たちはご案内いただきました。 
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  どんな森だったかという話をしたいと思いますが、私もいろんな植物が好きですが、林

床に天然更新でユズリハとか、お茶、サカキ、ヒイラギ、その他、多種多様な下草が生え

ていて、とても活力のある森だなと思いました。今日の先生のご説明でも、「鳥さんによ

ってヒメシャラの種が運ばれたんだと思います」というお話がありましたが、先生は「鳥

さん」と言うんだと思って、本当に生きとし生けるものへの愛情に溢れていらっしゃる先

生だなと感じました。 

 もう一つ、驚いたのは、同齢林でもこれだけ太さにばらつきがあるんだとも感じました

し、私の感覚だと、真っ先に間伐の対象になってしまうのではないかなと思うような細い

木が残されていたり、逆に、こんな立派な木を切ってしまうんだと思ったり、後から立派

になる可能性もあるから細い木でも残すんだよというご説明を聞いて、とても感慨深く思

いました。 

 さらに道に関してもちょっとお話ししたいと思いますが、10ｔのフォワーダか通れる路

網を高密度に入れて、道路上から、アームを40ｍまで伸ばせるそうですが、それを伸ばし

て、直接森林管理を行なうことで林内を傷めない、同時に作業の安全性を向上するという

発想にも感銘を受けました。しかも、その路網が、今日ご説明があったように、防災水源

林の涵養にも配慮されて、谷高カント、緩勾配、浸透升などによって水の流れが管理され

ているという説明をその日も受けたんですが、今日、先ほど皆様もご覧になった22ページ

の実際の写真を見て、こんなに大雨が降ったとき実際に違うんだというのもお見事だなと

感じた次第です。また、どの木を択伐するかの最終判断はオペレーターに任されている。

判断を誤ってしまった場合は全体責任で全員のボーナスが少なくなるというのもおもしろ

いなと思いました。最後に視察した作業道の跡地で、抜根を天地返しして深層土壌を出し

たところに天然更新したという杉が鬱蒼と繁っている場所があって、それもとても興味深

かったです。 

 全体を通して、渡邊先生が、人と車、車両系機械と自然に対して、安全を本当に大事に

考えて日々過ごされているんだなということがとてもよく伝わってきました。 

 私の質問は、最後に拝見した天地返しして、そこに鬱蒼と小さなスギが繁っていた場所

のことですが、あれは生物多様性のためになさったことなんですか。そもそも何のために

あれはなさっていたのですかということをお聞きしたいと思います。 

○鮫島（コーディネーター） よろしくお願いします。 

○渡邊（業績発表者） この森林の更新についてお答えします。次世代の森をどう作るか
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は、それほどむずかしい技術ではありません。私が非常に勉強になりましたのは、熱帯林

から北方林まで、われわれの技術を使えば更新はできるという自信を持っております。そ

れはなぜかというと、発芽する条件と発芽したものが成長する条件は全く違うということ

です。このことを皆さんは理解していない。発芽する条件作りのために天地返しをすると、

発芽する条件はある程度整うわけです。それで、ことにスギがそうですが、一番顕著なの

はアカエゾマツです。強光が当たらないと発芽しない。強光というのは太陽の直達光のこ

とです。それを上で木が光合成してしまった光の下で発芽しろと言っても発芽できないわ

けです。これがみんなわかっていないわけです。ブナの下にブナ林が生えないのはとか、

いろいろな生態学的な本が書いてあるのですが、ブナが光を使ってしまったところにブナ

の稚樹が生活できるかといったらできないのです。そのメカニズムは、たとえば倒木更新

とか、見ている中では、私の研究の少ない分野ですが、一番最初に関与するのはストレプ

トマイセス菌です。ストレプトマイセス菌が土壌を酸性化する。酸性化して、その酸性化

した上に菌根菌が生えてくる。菌根菌が生えると、それがコケと共生できる。このメカニ

ズムはどこの教科書にも余り書いていない。最近は注目している人がやっと40年たって出

てきておりますが、そういうメカニズムが実はこの更新作業にはあるということです。こ

れを覚えていただきたい。スギがそれに非常によく似ているということです。以上です。 

○葛城（コメンテーター） ありがとうございました。 

○鮫島（コーディネーター） どうもありがとうございます。また一つ、賢くなったよう

な気がします。それでは、田中さん、よろしくお願いします。 

○田中（コメンテーター）  田中です。まずは、渡邉先生、この度は本当におめでとう

ございます。普段は「定元（ていげん）さん」とお呼びしているので、ここからは定元さ

んとお呼びさせていただきます。 

 私は委員としてここに呼んでいただいたのですが、最初に委員として今年の審査に渡邉

定元というお名前を見たときに、心の中でちょっと小さく「やった」と快哉を叫びました。

ついに定元さんが審査の候補に挙がって、審査できるというのをとてもうれしく思ったの

です。大住さんが定元さんとのこれまでの関わりをお話しされましたが、私は大住さんの

後輩に当たる研究者なので、研究活動を通じたお付き合いに関してはかなり重なった部分

があるのですが、実はちょっとだけ自慢できるのは、私、卒論のときに定元さんにお世話

になっているんですね。1986年に東大の北海道演習林で調査をし、卒論を書いた際のこと

です。毎日、植生調査と土壌の調査をして、同定できなかった植物標本を持ち帰り、標本
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を作っていろいろ調べているところに、林長としての業務を終えた定元さんがやってきて、

いろいろ教えてくれるわけです。われわれが同定したものを、それは違うだろうという感

じで。今でもよく覚えているのが、スノキ属、Vacciniumというブルーベリーの仲間、林

床に生えるクロウスゴとか、ウスノキが出現したのですが、それの果実の形が同定の鍵と

なるのを、これは稜の数が四つだ、五つだ、だからこの標本はこちらの種だといったこと

をさんざん教えていただいたのです。 

一度は演習林の門の前に１軒だけ飲み屋があるのですが、そこに「ビールを飲ませてや

る」と連れて行っていただきました。きれいなお姉さん方が隣に座ってくれたのですが、

ずっと植物の話を延々聞かされて、全員逃げてしまったという、これはうれしかったとい

うか、悲しかったというか、何とも言えないのですが、そんなことがあったなということ

を思い出します。 

 定元さんは、実は舘脇操先生という有名な北大の先生の門下でいらっしゃるんですが、

その方は必ず調査の際に森林のプロファイルという、トランセクト調査をしたところの森

林の断面図を描くという調査法をお持ちです。それを定元さんは30年前にご自身の調査で

描いたところを再調査したら、「変化がわかるんだよ、田中君」と。私は、実は卒論でこ

の森林のプロファイルをいっぱい書いていたのです。「こんなに書いて何の役に立つんで

すかね」という話をしていたら、そんな話をされたことを思い出したんですね。実は今日、

定元さんの業績のご紹介の中で「樹木社会学」の話が出たのですが、本の中にもそのプロ

ファイルが書かれています。もし興味のある方は、ぜひ見ていただきたいです。 

 さて、なぜこんな思い出話をしたかというと、定元さんの根っこにある植物分類学者と

しての森林と植物への愛着というのはものすごく強くて、それは若いときからずっと今に

至るまで一貫しているのだろうなということをお伝えしたかったのです。 

 それと、大住さんがお話しになったように、林業技術者として林野庁で30年お勤めにな

って、技術開発をし、実際の森林を扱い、いわゆる植物好きからは最も遠い世界の林業機

械であり、道作りというようなことにも真剣に取り組まれ、自分の森づくりの理念を作り

上げてこられた。やはり、植物愛と森林施業の現場、その二つのバランスを、長い間どう

やって取ってこられたのだろうと不思議に思うと同時に、すごいことだなと思って感嘆し

ています。 

 いくらでも昔話をしたいことがあるのですが、そういう場ではないので、私からも質問

を一つさせていただきます。大住さんが択伐と皆伐という話をされて、定元さんからお答
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えが一つあったのですが、その後、ちょうどそれにつなぐかのように葛城さんから更新の

ご質問が出たりしました。やはり皆さんがお聞きになっていて興味があるのは、中層間伐

という施業を、その先どう持続的に進めていくかということかと思います。現状の間伐遅

れの森林に対し、まずは１伐３残という形で列状間伐して、いろんな作業が選択できる環

境を作り出し、定性的に中層間伐を何回か繰り返すことで 150年の高価値の林を作るとい

う施業については、ちょっといろいろむずかしいなと思うところがあっても、そこまでの

考え方は皆さんもよくわかったかと思うのですが、やはりそれをその後持続的に回してい

くことを考えた時には、皆さんの頭の中には「更新」という言葉が浮かぶと思うのです。

今ある同齢人工林を、そのような方法で価値のあるものにする、今あるもの（人工林）を

どう使っていくかということに関してはすばらしい施業法だと思うのですが、その後、ど

う続けていくかということについて、どんなふうにお考えを持っておられるかというあた

りを説明していただければ、皆さんにとっても参考になるかなと思いますので、お願いし

ます。 

○渡邊（業績発表者）  ありがとうございました。すばらしい質問で、これからの株式会

社白糸植物園の方向を決めるということになると思います。最初に、昔話ですが、私は一

つも覚えておりません（笑）。いま話を聞いて、なるほど、そんなことがあったなという

程度で、そういうようなことですが、最後の質問の鋭さは、実は中層間伐だけで完結して

いるわけではなくして、あとの林をどうして、大住先生が言われたように、全体としての

多様性を確保する。全体としての山をよくする、そのためにはどうするかということです

が、現在、私の試験地の中で更新してきたスギがどの程度まで更新したかというと、現状

近くまではいっています。それは光条件と、さっき言ったような条件の中で天然更新した

もの。それは今日示した成長量最大とか、に入っておりません。これを加えると、相当高

い成長量ができるであろうと。そんなことを含めて言いますが、実は今月に入ってから試

験地の周りの森林をいわゆる雑木を伐採して、スギ、ヒノキの稚樹が成長するような形に

しました。そうすると、 100年生のときに、現在40から50年生の山がもうできているわけ

ですね。現在、10年生ぐらいの木になっていますから。そうした段階で、今言ったように

更新問題、全体的な問題としてのことを解決したらいいんじゃないかということで、中層

間伐を少なくとも３回ぐらいやるまでは更新は考えないで、それから更新というのはいろ

いろな条件、風害を受けたところはどうするというようなことで、モザイク林を作りなが

らやっていく。このモザイク林というのはどこでやったかというと、まさしく東京大学の
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どろ亀先生、この方がやられた林分施業法自体をやるということは、これからの森林政策

の中では非常に大切ではなかろうか。人工林からそうした多相林に変えていくというのは、

お答えになるかどうかわかりませんが、そんなことが私からの提言です。  

○田中（コメンテーター） ありがとうございます。すごく腑に落ちるところがあるとい

うか、これが正しいという答えが返ってきたらちょっと嫌だなと思ったんです。正しいと

いうのは、この方法しかないみたいな形で、もう決まっているかのような答えはきっとな

いのではないかなと思っていたのですが、 150年を想定して、そういう仕事をして、その

後の経過を見ながらさまざまな形で更新を考えられる場面が出てくるのではないかという

大変示唆に富むお答えだったと思います。 

○渡邊（業績発表者）  一つ、つけ加えますが、私、農林水産技術会議のときの農業の審

査委員をやったことがあるのすが、そのとき、マレーシアの農道の作り方が実は私が今行

っているような天地返しをやっておりました。そこに何とショレア（ラワン）が更新でき

ている。要するに、熱帯林のラワンのあの太い木を作るのも、やはりそうした環境下であ

るということがあるものですから、普遍的に、世界的に、この手法としては利用できるの

ではなかろうかということをつけ加えておきます。 

○田中（コメンテーター）  ありがとうございました。 

○鮫島（コーディネーター） 話し始めると時間はたつなと思って、大分時間が押してい

るんですが、あえて少しだけ語らせていただきたいと思います。 

  まず、渡邊先生、この度の受賞、大変おめでとうございます。それで、私は、渡邊先生

のお名前を見たとき、なぜ私が渡邊先生の評価をしなければいけないんだろう、大変僣越

なことをしなければいけないとの思いをまず抱いたわけです。渡邊先生と私の付き合いは

実はかなり古くて、最初にお会いしたのは1980年代で、私はまだ大学の駆け出しの助手の

ころだったと思いますが、北海道演習林を訪問させていただいたときに、まさにいろいろ

なところを案内いただき、いろいろ談義をいただき、この先生はすごいなと思ってお付き

合いを始めたということでございます。そのときは全然違う、森林生態というか、樹木の

ケミカルコミュニケーションといいますか、化学物質がどういうふうに、いわゆるマイマ

イガだったと思うのですが、生育とか、そういうものに影響を与えるかと、お互いの関係

を調べるという、非常に別の世界のお付き合いだったわけです。 

  その後、東京大学を退職されてからしばらくお会いしていなくて、15年後、今世紀の初

めぐらいに、富士山の裾野で大型林業機械を使った施業のデモンストレーションがあると
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いうことで参りましたところ、何と、そこで指揮を取っておられたのが渡邊先生で、渡邊

先生の全然違う姿にかなり強い印象を受けたということです。今回、またそこから15年ぐ

らいたって、こういう形でお会いできたということで、やはりご縁というのはあるのだな

と改めて感じた次第です。 

  それで、先ほど葛城さんから現地調査に行ったときのお話がいっぱい出てきたのですが、

私もそのときの印象で書いていることは、渡邊氏は1994年に東京大学教授を60歳で定年退

職後、地元に戻られて、林業経営体の株式会社白糸植物園を設立し、今日までの28年間、

同氏が目指す持続的森林経営の確立と普及に向けた林業活動に従事してきた。そういうコ

メントがあって、まさに第２の人生の取り組みとして、それまでの研究成果をベースにし

た持続的経営林と地球環境管理の実証事業として独自の林業を推進してきたことになる。

このことについては、常人ではなし得ないことであり、深く敬意の念を感じた次第である

と私の現地調査を行なった後の報告に書かせていただきました。現地調査というよりも、

何か現場で授業を受けたような印象を持って、行った人はみんな感化されて帰ってきたの

ではないかと思います。それが渡邊先生の今回の現地でお会いしたときの強い印象でござ

います。 

 渡邊先生に一つだけお聞きしたいのですが、渡邊先生は富士山の山麓でご自身の考えに

基づいて、林業で初めて 1,000ha以上の森林をまとめられて、持続的な森林経営をされて

きた、これは本当にすばらしいことです。独自の中層間伐、同齢択伐、林施業というもの

をまさに実施をしてやってこられたことは本当にすばらしいことだなと思うんです。一方、

やはり森林は人工林でも各地でいろんな気象条件もあるし、地形もあるし、いろいろなと

ころがございます。それぞれいろいろなやり方を選択しなければならないと思うのですが、

先生のお考えになっている方法は、ほかの地域に行ったときはどういう形になるのかとい

うこと。なかなか難しい話かもしれないですが、考え方で結構ですが、少しご説明いただ

ければと思います。 

○渡邊（業績発表者）  この持続的経営林を紹介した中で、これは世界における普遍化と

いうことを一つ考えております。それはその地域ごとに森作りの仕方は全部異なります。

その森作りの異なる中で足りないものを一から教え込んでいくということは非常に大切で

はなかろうかと思います。私ども、現役の頃というよりも、林野庁にいた頃、アフリカに

対する植林を始めました。彼らは植林という思想を持っていなかったわけです。しょうが

ないから、女学生から教えることになりました。要するに、夕方炊く薪を作るのに半日歩
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いて、１束持って帰ってくるような生活をしているサヘル地域において、森作りをやれば、

必ず自分たちの周辺に返ってくるんだ、そう推薦したのは、私の先輩であり、何人かの同

僚であります。例えば林野庁長官をされました小沢普照であるとか、みんな、そういうこ

とで薦めていたわけです。それをどのように行なうかについては、地域に根ざした森作り

を行なうことです。先ほどのラワン更新を話したのもその問題の一つです。日本の森林に

ついても、一つ一つの場所によってそういうことでやっていく。最適な方法を見つけなが

ら、できれば長伐期に持っていくということで、多様性ができる森作りを行なう。こんな

ことですね。 

 他地域についても、この実験は日本では北海道から九州まで行なってきております。北

海道から九州までどのくらいやったかというと千数百㎞、作業道をつけております。です

から、九州の山がどうだとか、北海道の山がどうだということもよくわかっている。その

中でどういう選択をするかという方法ができる。先ほども言いましたように、防災水源涵

養路網がそのまま利用できるところは日本列島の中で１割だろうというようなことも当時

から話しております。そのかわり、山が動くようなところをどうするか。それで今やって

いる静岡県は非常に難しいところなんですね。中央構造線が入って、この構造線の中で安

全な道作りをするということは非常に難しい。言葉では言い表せないが、人が災害を受け

た原因はこれだと即答できます。それはなぜかというと、道作りが間違っていたこともあ

るものですから、そういう一つ一つの反省のもとに対応をやっていこうということです。 

○鮫島（コーディネーター） 本当にどうもありがとうございました。 

 それでは、後半ということで、ここからは自由討論なので、会場の方からもご発言いた

だきたいと思うんです。最初にこちらからご指名することになりますが、大日本山林会の

会長、永田先生、まず一言いただきたいと思います。 

○永田（会場） 大日本山林会の会長をやっております永田と申します。この度は渡邊定

元先生、天皇杯受賞、おめでとうございます。鮫島先生からご紹介がありましたように、

農林水産祭に参加している林業経営推奨行事というのを山林会でやっておりまして、そこ

で農林水産大臣賞を取られて、農林水産祭の方にご推薦申し上げたことになります。 

 私と渡邊先生との関係について言いますと、私は1987年に東京大学の農学部に教授とし

て戻ってまいりましたときに、渡邊先生は北海道演習林長で教授をされていた。そこで初

めてお目にかかったという関係になります。 

 ぜひ質問したいなと思って、会場の方も質問したいことがいっぱいあると思うのですが、
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代表して質問させていただきたいことが二つあります。 

 一つは先生の株式会社白糸植物園の名前ですね。白糸は多分白糸の滝が近くにあるので

白糸とつけられているのだろうと思いますが、植物園という名前を林業経営体につけられ

たことの思いというものをぜひお聞かせいただきたいというのが一つです。 

 それからもう一つは、 150年後に高資産価値林を生み出す持続的経営林ができ上がるわ

けですが、そこから先の経営の仕方はどういう形になるのか。これについては、田中さん

からすでに質問があったので、重なる部分も大きいかと思うのですが、北海道演習林で行

なわれている林分施業法のようなものを 150年の林齢に達した、恐らくはスギ、ヒノキが

主体となっている森林だと思うのですが、そこに対して林分施業法のような形での択伐林

施業が行なわれていくのかなと思うのですが、そのあたりについても教えていただきたい

ということです。 

  二つ、名前の由来と 150年生に到達した森林の経営の仕方についてお教えいただきたい

と思います。 

○渡邊（業績発表者）  どうもありがとうございました。白糸植物園という名前は、最初

に私がつけたわけではなくて、白糸植物園という会社を譲ってもらって、そこから森林施

業を始めたということです。ただし、会社を作るときには、私の姉の旦那が会社を作って、

私の姉が社長をやっていたわけです。その社長から譲ってもらって、林業を始めたという

ことです。ただし、最終的には植物園を作りたいと。現在、植物園を作っているのですが、

実は生物多様性に満ちたフォッサマグナ森林植物園という形で、フォッサマグナの主要な

植物については現在すでに希少な遺伝子を全部採取して分析しております。それをもって、

たとえばアジサイは外国から輸入されて、多くの品種が出てきているんですが、産地が何

と伊豆半島の城ヶ崎です。これがわかってきた。その中で昔からあるアジサイがどの系統

かということも選抜してありますし、そこのところで学名がついたものだけでも７種類ぐ

らいあります。そういうアジサイの原種を伊豆半島から三浦半島まで調べてあります。そ

れからヤマアジサイの系統については、伊豆にはアマギヤマチャというアマチャがありま

す。なぜ甘いかとか、そういう系統もずっと調べた上でアマギヤマチャの保全区も作って

いる。ですから、そういうような原種保全林を持続的経営林の多目的な利用の一つとして

作っている。将来の国民なり、世界の人々は、それだけのものを用意しておくとよくわか

るわけですね。 

 ちょっと批判になりますが、一昨年、サクラの品種について遺伝子が全部解明されたこ
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とが発表されました。発表されましたが、そのうちマメザクラの系統は、私から見れば雑

種を基準にして遺伝子を分析しているわけ。こういうような事例というのは本物がわから

ないと出てこないんですよ。ですから、遺伝子をずうっと見ていって、どれが本物かとい

うことは、その論文も、われわれの仲間として、森林総研の北海道支所にいる菊池先生が

一昨年の生態学会に発表された。新しい種はどういうようにして生まれているかという研

究をやっています。 

 こういうようなことで、そういう植物園に、名前をもらっただけではなくて、実質的に

そういう植物園を作るということを進めております。サクラについては、現在、勝木先生

が発表されたサクラの原種も今５～６本植物園に植えてあります。こういうようなことで、

フォッサマグナ森林植物園に世界の人が来ても原種を全部説明できる状態を作っていこう、

こういうような状況です。 

 ２番目の 150年後、どうするかという問題。さっき申しましたように、私は再更新問題

というのは、80年ぐらいから 100年ぐらいかけて、それからやればいいじゃないかと。こ

れは最後に申したかったのですが、現在の森林総研あたりの研究、それから各県の試験所

の研究を見ますと、スギの人工林が大体80年から 100年になってくる。そうすると、例の

平均成長量最大の時期がどんどん延びているのですよ。そうすると、さっき言ったものが、

たとえば秋田スギであるとか、相当変わってくるのではなかろうか、このようなことにな

ってくるだろう。あと、四国のスギ林がありましたね。魚梁瀬スギ。あれあたりは 170年

生でｈａ当たり7㎥の成長量を保っている。こういうようになってくると、収穫表自体を

どんどん変えていかなければならないのが、われわれ、本当の林業家のこれからの使命だ

と思っているわけ。そういうことをすることによって、より正しい炭素の増加量はいつま

でいいかというようなものが出てくるであろうということで、スギ、ヒノキ主体のそうい

うような林も 150年と置いているが、その林が 300年になってもいいのです。たとえば日

本で一番値段が高いスギは１本いくらになったかというと、これは熊本の市房山のスギで

すね。１本で 1,700万円になっている。枝まで売れている。こういうような状態をつくっ

てもいいわけです。春日スギについても同じです。要するにそういう名木になってくれば、

世界の高層建築の中に一つそういうような安らぎの木造の間を作ってもいいじゃないかと

いうように、太いものを、資源を作っていけばいいので、 150年で全部切ってしまうとい

うことは計画の中にありません。これは計画として 150年を置いているだけです。 

  以上です。 
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○永田（会場）  ありがとうございました。 

○鮫島（コーディネーター） 手を挙げて発言されても結構ですが、先生から一般社団法

人の日本治山治水協会様から何かコメントをいただければというご希望がありまして、中

山様、いらっしゃいますでしょうか。では、一言いただきたいと思います。防災水源涵養

路、これは非常に重要な位置づけかと思いますが、是非よろしくお願いします。 

○中山（会場）  日本治山治水協会の中山と申します。渡邊先生、ご受賞、おめでとうご

ざいます。 

 私どもは治山事業の推進に向けて、普及とか、啓発とか、そういったことをやらさせて

いただいているのですが、防災水源涵養路網という言葉が今日、非常に印象深くお聞きし

ました。路網というと、ともすれば、そういった機能に対して非常に障害になる部分もあ

ったりして、いかにこういった機能を持たせていくかは大変重要だと思っております。特

に近年、災害が頻発化して、雨の量も多くなって、激甚な災害もたくさん発生している中

ですが、こういった防災水源涵養路網、今日ご発表いただいたような論文を全国的にも広

めていく。また、こういう考え方とか、技術的な面も広めていくということに関しまして、

先生は研究者であり、また長年の行政経験がおありでございますので、普及させていく、

浸透させていくに当たりまして、いろんな側面があると思うのですが、何が重要なことに

なるか、またどういうことがポイントになるかということが、もしあれば、お聞かせいた

だければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○渡邊（業績発表者）  防災水源涵養路網を作ったときに、本当に逆説なのですが、実は

国土交通省の表彰を受けた。これは、本当は私は農林水産省から受けたかったのが本音で

す。それはどういうことかというと、それを担う現場の労働者、会社の経営者、そういう

方にそういう意識をもってもらえば、行政は非常にしやすいのではなかろうか、このよう

なかっこうです。これは林業についても同じですね。やはり人作りとしてそういうことが

できるオペレーターを何人も作っておくことがそれの打開策になると思います。答えにな

るかどうかわかりませんが、そのように考えています。 

○中山（会場）  どうもありがとうございました。 

○鮫島（コーディネーター） 大分時間が押してきているのですが、本日は株式会社白糸

植物園で先生と一緒にお仕事をされた方々が大勢こちらに来られているのですが、その中

で、私たちが現地調査をしたときにも対応していただきました望月さんから何か一言いた

だきたい。先生と仕事をされている中で感じたこととか、これまでの経緯で特に印象に残
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っていること等がありましたら、一言いただきたいと思います。 

○望月（会場）  ご紹介いただきありがとうございます。株式会社白糸植物園の望月です。

今日は、渡邊定元代表から、社員は是非この場に連れて行きたいということで、社員と関

連する会社の人々で参加させてもらいました。まずは、おめでとうございます。普段は労

働に関して、朝、遅刻をしないとか、機械をメンテナンスして故障させないとか、そうい

ったところからご指導をいただいているわけですが、皆さんにぜひ知っていただきたいの

は、今日、いろいろな森作りの話もありましたが、それの元となる技術のところから、定

元先生はいろんな指導もされているということを知っていただけるといいかなと思います。 

  せっかくですので、私からも定元先生に何か答えていただきたいことがあるかなと考え

てみました。質問というのはなかなかないのですが、もうちょっと説明していただきたい

ことがあります。今まで森作りについてのお話が結構多かったわけですが、 1,000haにも

なると、所有者が 680人いまして、その中で 300人程度は定元先生が自分で頭を下げて同

意をもらっています。そこでの苦労した話を補足で説明していただくと、今までの苦労が

わかるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。 

○鮫島（コーディネーター） 大変いい質問です。お願いします。 

○渡邊（業績発表者）  森作りを所有森林の少ない森林所有者を対象に行っていると、東

京在住とか、都市在住の森林所有者があるわけです。それが世代交代すると、どうでもい

いやとか、いろいろ違ってくる。そういう人をどのように引き止めておくかということは

常にキャッチボールしておく必要があるのではないか。一番ありがたいのは、たとえば東

京とかに住んでいる方自体がすべて任せてもいいよというようになったときが一番ありが

たいですが、その逆のケースも非常に多いわけです。一つのケースで、５haの森林につい

て、何とか道をつけたいので同意できないかと言ったら、森林所有者が亡くなって、娘さ

ん方、３人が３人弁護士を立てて争っている。こういうようなところにお願いに行った。

その中でありがたかったことは、長女に対する弁護士にすべて任せてそこをやるというこ

とで、５年かかって解決しました。要するに一つ一つの事案というのは、その人の世代が

交代するまで信頼関係を保っていくということが大切であるということで、これを実践し

ていただければありがたいなと思います。              

 以上です。 

○鮫島（コーディネーター） どうもありがとうございます。一言で言うと、そういうこ

とかもしれませんが、これは大変な努力と忍耐と工夫、いろんなことが必要な気がします。
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それをやっていかないと、全体がまとまっていけないということかなと思いました。 

 かなり時間が押しているのですが、会場の方で、どなたか、これは絶対お聞きしておき

たいということがありましたら、挙手をお願いしたいんですが。 

○小宮（会場） 神奈川県の森林組合連合会の小宮と申します。まずは、先生、おめでと

うございました。それから 150年ということで、いま個々の所有者との大変忍耐強いお話

があったのですが、今、何年ぐらいの契約で 150年を目指しておられるのか。民法上はた

しか99年の地上権契約とかができるようになっていると思うのですが、その契約期間と、

その次にその契約をまた更新する、これがなかなか難しいんじゃないかと思うので、今現

在はどのくらいの契約期間で契約をされているのかということと、以前に契約したもので

契約が切れてきたものをさらに延長していく、これがまた難しい手続になるのではないか

と思いますので、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○渡邊（業績発表者）  森林経営計画自体は５年ですよね。ですが、５年だと、われわれ

はどうしても短過ぎるものですから、契約は５年前進型の10年で一応契約をしております。

５年たったときに、まだ条件が整っている方についてはそのまま。世代が変わっている人

については、世代が変わっているということでチェックをして、新しい経営計画をお願い

している。拒否された例もありますが、余りないです。ですから、親身を持って、一番重

要なのは、ha当たり10万円、こちらが赤字になってもお金を差し上げるというところが歯

止めになっていると考えております。 

○小宮（会場） ありがとうございました。   

○鮫島（コーディネーター） 時間がいっぱいいっぱいになってきてしまいましたが、も

しどうしても発言されたいという方がいらっしゃいましたら、手短にだったらお受けでき

ますが、よろしいでしょうか。それでは、ここでもう一度、渡邊先生に一言いただきたい

のですが、いろいろご苦労されたことはもうすでに言われたんですが、私、絶対聞いてお

きたいなと思ったこととして、天皇杯なので、天皇陛下に拝謁して、業績を説明されて、

天皇陛下からもお言葉をいただいていると思うのです。せっかくの機会なので、是非その

一端をご紹介いただければありがたいなと思っています。よろしくお願いします。 

○渡邊（業績発表者） ありがとうございます。陛下、それから皇后陛下に対しては本当

に感謝の言葉以外にはございません。皆さん、お正月のときに壇に立たれますよね。壇に

立たれた、その奥の春秋の間で陛下に説明するのですが、私の場合は、順番かどうかは知

らないが、テレビに映るのを私にさせるというような言い方で、２人だけそういうことに
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なって、その１人になったということは非常にありがたいことだと思っています。それで、

陛下に説明をしましたときに、最後に「お体に気をつけてください」という一言をいただ

きました。要するに、私の病状がどうであったかということは、実は前陛下と生まれたの

が１ヶ月違いだけで、ほとんど同じだった中で、私も胃の手術をして痩せてしまった中で、

相当感じておられたのかなと思って、帰り際、非常にありがたい言葉をいただきました。

以上です。それに尽きると思っています。 

○鮫島（コーディネーター） どうもありがとうございました。天皇陛下は山が大変お好

きな方で、ぜひご一緒されて富士山を眺めながら何か語る機会があればいいなと私は実は

思っています。 

 もうそろそろ時間いっぱいですが、コメンテーターの方、もう一言何かございましたら

いただきますが、よろしいでしょうか。もう大分お話しになられていると思います。 

 それでは、最後に渡邊先生から後進にこれはぜひ伝えておきたいという一言をいただき

たいと思います。 

○渡邊（業績発表者） 実は、陛下に学生のころお会いして、陛下の写真を撮ったことが

あるのですよ。それを宮内庁に送ったことがあって、実はお話をした機会というのは２回

目であります。そんなようなことで、山好きの陛下についてもよく知っております。でき

れば、富士山を案内したかったのですが、そういう機会、富士山に登るときには私の弟子

がご案内申し上げておりますから、半分願いは叶えたと思っております。 

 それで、最後のまとめということですが、後輩に対しては、やはりどんなに自然科学が

進んでも、現場を基にして議論を構築していただきたいということ。資料がまとまれば、

その時代に合った解析ができるということです。これは今の予測している、ＡＩの時代に

なっても、絶対に優れたものになると思いますから、やはり現場主義ということと、現場

で見た理論というのは決して忘れないであろうと思います。私個人的に見れば、なぜこん

な道に入ったかというのは、実は小学校６年の年に黄色いスミレを発見したことです。そ

のスミレの分布を調べた結果、この道に入ったということで、一番長い学会の所属歴とい

うのは今の植物分類学会で、大学を卒業するときに植物の分類のときは新種を７本か８本

出しております。そのようなことで、植物が好きだというのが現在の根底になって、それ

から多角的に興味が増えていったのではなかろうかと思っております。ですから、興味を

うんと持って自然に接してもらいたい。 

 以上です。 
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○鮫島（コーディネーター） 大変すばらしいお言葉をいただきました。ありがとうござ

いました。もうこれ以上私から追加することはございませんが、実は先ほど葛城さんから

ちょっと紹介いただいた日本農林漁業振興会のホームページから令和４年度第61回農林水

産祭受賞者の業績という冊子、それがオンラインでダウンロードできるのですね。そこで、

テイゲン先生のすばらしい言葉だなと思うのは、受賞者の言葉、ここに全てが書かれてお

りますので、皆さん、後ほど是非それをダウンロードされて、さらにそこを読んでいただ

ければと願います。その後、選賞の報告というのがあるのですが、最後に植物園を作る話

も出ておりますので、ぜひご覧いただければいいかなと思います。 

 それでは、もう時間を超えておりますので、本日のパネル討論はここまでにさせていた

だきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 演壇の皆様、有意義な意見交換、ありがとうございました。また、会場からも積

極的に参加していただきました。さらに、オンラインでご視聴の皆様もありがとうござい

ました。以上をもちまして、優秀農林水産業者に係るシンポジウムを終了いたします。ど

うもありがとうございました。（拍手） 

  本日の結果は、後日、内容を整理した上で、当協会のホームページにアップいたします

ので、また今後の参考にしていただければと思います。 

なお、お帰りの際には、お配りした簡単なアンケート用紙がございますので、ご記入の

上、受付にお渡しいただくようお願いをいたします。また、オンライン参加の方々につき

ましては、ズームから退室されますと、アンケートに回答する画面に切り替わりますので、

こちらへの記入をよろしくお願いいたします。 

  本日はまことにありがとうございました。 

                                      (閉会) 
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